
規
　
　
則

香
川
県
児
童
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

（
子
育
て
支
援
課
）

一

香
川
県
立
斯
道
学
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則
　
　
　
　
　
（

〃

）

香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
（

〃

）

二

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
（
生
活
衛
生
課
）

香
川
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
会
　
計
　
課
）

七

告
　
　
示

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
　
　
　
　
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

八

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃
　
　
　
）

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
　
　
　
　
（

〃
　
　
　
）

香
川
県
会
計
事
務
処
理
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要
綱
　
　
　
　
　
　
　
（
会
　
計
　
課
）

九

昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金

融
機
関
が
取
り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
並
び
に
位
置
等
）
の
一
部
改

正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
審
　
査
　
課
）

公
　
　
告

○
一
般
競
争
入
札
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー
）

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
新
設
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
（
経
営
支
援
課
）

一
〇

○
高
松
広
域
都
市
計
画
事
業
高
松
港
頭
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
条
例
の
規
定
に
よ
る
保
留

地
の
処
分
に
係
る
抽
選
の
公
告
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

一
二

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

一
四

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

（
第
九
一
七
一
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 77 号

平成 16 年

9 月28日（火曜日）

一

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
（
公
共
施
設
）
の
完
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

人
事
委
員
会
規
則

給
料
の
特
別
調
整
額
表
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
五

人
事
委
員
会
告
示

給
料
表
別
、
級
別
職
務
分
類
表
（
昭
和
六
十
年
香
川
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号
）
の
一

部
改
正

香
川
県
児
童
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
七
十
五
号

香
川
県
児
童
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

香
川
県
児
童
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
香
川
県
条
例
第
七
十
二
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
と
す
る
。

香
川
県
立
斯
道
学
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
七
十
六
号

香
川
県
立
斯
道
学
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則

（
香
川
県
立
斯
道
学
園
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
香
川
県
立
斯
道
学
園
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
香
川
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
香
川
県
児
童
福
祉
施
設
条
例
」
を
「
香
川
県
立
斯
道
学
園
条
例
」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
香
川
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
香
川
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

規

則



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

（
第
九
一
七
一
号
）

二

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
香
川
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
二
条
中
「
保
健
所
長
に
」
の
下
に
「
、
無
店
舗
取
次
店
に
関
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
営
業
区

域
を
所
管
す
る
保
健
所
長
に
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
の
表
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
開
設
届
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
無
店
舗
取
次
店
営
業
届
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
号
様
式

の
二
　
　
　

第
十
三
条
の
表
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
変
更
届
の
項
中
「
第
五
条
第
二
項
」

を
「
第
五
条
第
三
項
」
に
、
「
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
変
更
届
」
を
「
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
等
変
更
届
」
に
改
め
、

同
表
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
廃
止
届
の
項
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
五

条
第
三
項
」
に
、
「
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
廃
止
届
」
を
「
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
等
廃
止
届
」
に
改
め
る
。

「

「

第
一
号
様
式
（
表
）
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

」

」

「

改
め
、
同
様
式
（
裏
）
中

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
様
式
備

」

考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

改
正
す
る
。

第
六
条
子
育
て
支
援
課
の
項
第
十
一
号
中
「
、
斯
道
学
園
及
び
亀
山
学
園
」
を
「
及
び
斯
道
学
園
」

に
改
め
る
。

（
香
川
県
立
亀
山
学
園
規
則
の
廃
止
）

第
三
条
　
香
川
県
立
亀
山
学
園
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
七
十
七
号

香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
　
西
部
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
次
長

第
五
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
　
西
部
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
次
長
は
、
西
部
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
を
補
佐
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
七
十
八
号

２
　
他
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
を
開
設
し
、
又
は
無
店
舗
取
次
店
を
営
ん
で
い
る
と
き
は
、
当
該
ク
リ

ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
名
称

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
所
在
地
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
業
務
用
車
両
の
保
管
場
所
及
び
自
動
車

登
録
番
号
若
し
く
は
車
両
番
号

従
事
者
数

従
事
者
中
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名

他
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
　
　
　
　
　
他
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の

開
設
又
は
無
店
舗
取
次
店

開
設

の
有

無
　
　
　
　
　
の
営
業
の
有
無

溶
剤
及
び
薬
品
の
保
管
設
備
　
　
　
　
　
有
（

）
・
無

溶
剤
及
び
薬
品
の
保
管
設
備
　
　
　
　
　
有
（

）
・
無

苦
情
の
申
出
先
の
掲
示
　
　
　
　
　
有
　
　
・
　
　
無



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

（
第
九
一
七
一
号
）

三

第
一
号
様
式
（
裏
）
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
一
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

３
　
苦
情
の
申
出
先
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
面



年
　
　
　
月
　
　
　
日
 �

有
　
　
・
　
　
無
�

年
　
　
月
　
　
日
生
 �

第
１
号
様
式
の
２
（
第
１３
条
関
係
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
�

（太線の中の所要事項を記入し、又は文字を○で囲んでください。）�

台帳番号�

名　　称�

氏　　名�

無
店
舗
取
次
店
営
業
届
�

年
　
　
月
　
　
日
�

香
川
県
　
　
　
　
保
健
所
長
　
殿
�

根
拠

法
令

�
無
店
舗
取
次
店
の
名
称
  
�

業
務
用
車
両
の
自
動
車
登
録
�

番
号
又
は
車
両
番
号
  
�

業
務
用
車
両
の
保
管
場
所
  �

営
業

区
域

 
 

�

営
業
開
始
予
定
年
月
日
 �

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
第
５
条
第
２
項
 �

営　　　業　　　者�

取
り
扱
う
　
　
・
　
　
取
り
扱
わ
な
い
�

本
　
　
　
籍
�

（
都
道
府
県
名
）
�
氏
　
　
名
�

住
　
　
所
�

生
　
年
�

月
　
日
�
登
録
都
道
府
県
名

及
び
登
録
番
号
�

そ
の
他
の
従
事
者
数
�

�
人
��

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
第
３
条
第
３
項

第
５
号
に
規
定
す
る
洗
濯
物
�

従　　　　　　　事　　　　　　　者�

ク　リ　ー　ニ　ン　グ　師�

受
　
付
　
印
�

本
籍
（
都
道
府
県
名
）
�

他
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
�

開
設
又
は
無
店
舗
取
次
店
�

の
営
業
の
有
無
�

住
所

�
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
�

た
る
事
務
所
の
所
在
地
�

氏
名

�
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
�

称
及
び
代
表
者
の
氏
名
�

電
話

番
号

�

備
考
　
次
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。
�

　
１
　
業
務
用
車
両
の
構
造
の
概
要
を
示
す
図
面
�

　
２
　
他
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
を
開
設
し
、
又
は
無
店
舗
取
次
店
を
営
ん
で
い
る
と
き
は
、
当
該
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
�

　
　
　
　
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
名
称
　
　
　
　
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
所
在
地
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
業
務
用
車
両
の
保
管
場
所
及
び
自
動
車
登
録
番
号
若
し
く
は
車
両
番
号
�

　
　
　
　
従
事
者
数
　
　
　
　
従
事
者
中
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
�

　
３
　
苦
情
の
申
出
先
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
面
�

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

（
第
九
一
七
一
号
）

四



第２号様式（第１３条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

�

�

クリーニング所等変更届�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日�

　　香川県　　　　保健所長　殿�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者　　住　所�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人にあつては、主たる事務所の�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名�

�

�

　　次のとおり（クリーニング所開設届出事項・無店舗取次店営業届出事項）に変更があつたの�

　で、クリーニング業法第５条第３項の規定により届け出ます。�

�

　１　クリーニング所又は無店舗取次店の名称�

�

　２　クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所�

�

　３　変更事項�

�

　　　変更前�

�

　　　変更後�

�

　４　変更理由�

�

　５　変更年月日　　　　　　　　　　　年　　月　　日�

�

�

　備考　構造設備を変更したときは、変更の状況を示す図面を添付すること。�

（日本工業規格Ａ列４番）�

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

（
第
九
一
七
一
号
）

五

第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

（
第
九
一
七
一
号
）

六

第３号様式（第１３条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

�

�

クリーニング所等廃止届�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日�

�

　　香川県　　　　保健所長　殿�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者　　住　所�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人にあつては、主たる事務所の�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名�

�

�

　　次のとおり（クリーニング所・無店舗取次店）を廃止したので、クリーニング業法第５条第３項�

　の規定により届け出ます。�

�

�

�

　１　クリーニング所又は無店舗取次店の名称�

�

　�

�

�

　２　クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所�

�

　�

�

�

　３　廃止年月日　　　　　　　　　　年　　月　　日　　�

�

（日本工業規格Ａ列４番）�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

（
第
九
一
七
一
号
）

七

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
七
十
九
号

香
川
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
中
１８
の
項
を
削
り
、
１９
の
項
を
１８
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

１９

川
部
み
ど
り
園

別
表
第
一
第
一
号
の
表
中
２１
の
項
を
削
り
、
２２
の
項
を
２１
の
項
と
し
、
２３
の
項
か
ら
４７
の
項
ま
で
を
一

項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
五
十
号
様
式
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
様
式

備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
一
号
様
式
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
様

式
備
考
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
一
号
様
式
備
考
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
４
を
３
と
す
る
。

第
五
十
二
号
様
式
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
様

式
備
考
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
３
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
４
中
「

」

の
次
に
「

」

を
加
え
、
同
様
式
備
考
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
３
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
４
中
「

」

の
次
に
「

」

を
加
え
、
同
様
式
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
の
二
３
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
４
中
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
様
式
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

の
名
称
　
　
　
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
在
地

又
は
無
店
舗
取
次
店
の
業
務
用
車
両
の
保
管
場
所
及
び
自
動
車
登
録
番
号
若
し
く
は
車
両
番
号

３
　
他
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
を
開
設
し
、
又
は
無
店
舗
取
次
店
を
営
ん
で
い
る
と
き
は
、
当
該
ク
リ

ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
名
称

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
所
在
地
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
業
務
用
車
両
の
保
管
場
所
及
び
自
動
車

登
録
番
号
若
し
く
は
車
両
番
号
　

従
事
者
数

従
事
者
中
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名

の
名
称
　
　
　
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
在
地

又
は
無
店
舗
取
次
店
の
業
務
用
車
両
の
保
管
場
所
及
び
自
動
車
登
録
番
号
若
し
く
は
車
両
番
号

２
　
他
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
を
開
設
し
、
又
は
無
店
舗
取
次
店
を
営
ん
で
い
る
と
き
は
、
当
該
ク
リ

ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
名
称

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
所
在
地
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
業
務
用
車
両
の
保
管
場
所
及
び
自
動
車

登
録
番
号
若
し
く
は
車
両
番
号

従
事
者
数

従
事
者
中
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名

の
名
称
　
　
　
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

在
地
　
　
　
　
　
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
業
務
用
車
両
の
保
管
場
所
及
び
自
動
車
登
録
番
号
若
し
く
は
車

両
番
号２
　
他
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
を
開
設
し
、
又
は
無
店
舗
取
次
店
を
営
ん
で
い
る
と
き
は
、
当
該
ク
リ

ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
名
称

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
所
在
地
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
業
務
用
車
両
の
保
管
場
所
及
び
自
動
車

登
録
番
号
若
し
く
は
車
両
番
号
　

従
事
者
数

従
事
者
中
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名

「
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
５
番
」
「
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
」

備
考
　
本
伝
票
は
、
２
部
作
成
し
、
１
部
は
決
裁
を
受
け
出
納
員
（
物
品
取
扱
員
）
に
送
付
し
、
１
部

は
取
扱
者
が
証
拠
書
類
と
し
て
保
存
す
る
こ
と
。

「
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
５
番
」
「
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
」

１
　
本
伝
票
は
、
３
部
作
成
し
、
１
部
は
決
裁
を
受
け
出
納
員
（
物
品
取
扱
員
）
に
、
１
部
は

取
扱
者
が
取
扱
者
欄
に
押
印
し
て
出
納
員
（
収
入
取
扱
員
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
送
付
し
、
１
部

は
取
扱
者
が
証
拠
書
類
と
し
て
保
存
す
る
こ
と
。

「
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
５
番
」
「
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
」



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

（
第
九
一
七
一
号
）

八

第
五
十
二
号
様
式
備
考
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
す
る
。

第
五
十
三
号
様
式
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
様

式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
四
号
様
式
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
様

式
備
考
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
四
号
様
式
備
考
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
４
を
３
と
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
前
の
第
五
十
号
様
式
か
ら
第
五
十
四
号
様
式
ま
で
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

●
香
川
県
告
示
第
六
百
五
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

指
　
定
　
年
　
月
　
日
　
　

名
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
在
　
　
地

平
成
一
六
、
九
、
一
　
　
　
医
療
法
人
社
団
高
田
歯
　
観
音
寺
市
柞
田
町
甲
一
〇
四
一
番
地
三

科
ク
リ
ニ
ッ
ク

●
香
川
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　
　

廃
　
止
　
年
　
月
　
日
　
　

名
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
在
　
　
地

平
成
一
六
、
八
、
一
一
　
　
山
口
産
婦
人
科
医
院
　
　
丸
亀
市
山
北
町
九
二
番
地
一

平
成
一
六
、
八
、
三
一
　
　
高
田
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
　
観
音
寺
市
柞
田
町
甲
一
〇
四
一
番
地
三

平
成
一
六
、
九
、
一
　
　
　
黒
瀬
歯
科
医
院
　
　
　
　
木
田
郡
三
木
町
下
高
岡
三
六
―
一

●
香
川
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
（
開
設
者
）

事
業
所
（
施
設
）
の

指
　
定
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
名
称
及
び
主
た
る
　
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
　
　

名
称
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

平
成
一
六
、
八
、
一
九
　
　
岡
病
院
居
宅
介
護
支
　
医
療
法
人
日
昭
会
　
　
居
宅
介
護
支
援

援
事
業
所
　
　
　
　
　
さ
ぬ
き
市
志
度
一
五

さ
ぬ
き
市
志
度
一
五
　
六
二
番
地

六
二
番
地

平
成
一
六
、
八
、
二
四
　
　
ど
き
介
護
ス
テ
ー
シ
　
有
限
会
社
ケ
ア
・
ス
　
訪
問
介
護

ョ
ン
　
　
　
　
　
　
　
テ
ー
シ
ョ
ン
　
　
　
　
居
宅
介
護
支
援

丸
亀
市
土
器
町
西
四
　
丸
亀
市
土
器
町
西
四

丁
目
二
四
四
番
地
　
　
丁
目
二
四
四
番
地

平
成
一
六
、
八
、
二
四
　
　
ど
き
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
　
有
限
会
社
ケ
ア
・
ス
　
通
所
介
護

セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
テ
ー
シ
ョ
ン

丸
亀
市
土
器
町
西
四
　
丸
亀
市
土
器
町
西
四

１
　
本
伝
票
は
、
２
部
作
成
し
、
１
部
は
出
納
員
の
、
１
部
は
取
扱
者
の
証
拠
書
類
と
す
る
こ

と
。

「
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
５
番
」
「
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
」

備
考
　
本
伝
票
は
、
２
部
作
成
し
、
１
部
は
決
裁
を
受
け
出
納
員
（
物
品
取
扱
員
）
に
送
付
し
、
１
部

は
取
扱
者
が
証
拠
書
類
と
し
て
保
存
す
る
こ
と
。

「
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
５
番
」
「
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
」

１
　
本
伝
票
は
、
３
部
作
成
し
、
１
部
は
決
裁
を
受
け
出
納
員
（
物
品
取
扱
員
）
に
、
１
部
は

取
扱
者
が
取
扱
者
欄
に
押
印
し
て
出
納
員
（
収
入
取
扱
員
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
送
付
し
、
１
部

は
取
扱
者
が
証
拠
書
類
と
し
て
保
存
す
る
こ
と
。

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

（
第
九
一
七
一
号
）

九

丁
目
二
四
四
番
地
　
　
丁
目
二
四
四
番
地

平
成
一
六
、
八
、
二
四
　
　
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ど
　
有
限
会
社
ケ
ア
・
ス
　
痴
呆
対
応
型
共
同
生
活

き
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ー
シ
ョ
ン
　
　
　
　
介
護

丸
亀
市
土
器
町
西
四
　
丸
亀
市
土
器
町
西
四

丁
目
二
四
四
番
地
　
　
丁
目
二
四
四
番
地

●
香
川
県
告
示
第
六
百
五
十
五
号

香
川
県
会
計
事
務
処
理
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要
綱
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
会
計
事
務
処
理
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要
綱

香
川
県
会
計
事
務
処
理
要
綱
（
昭
和
六
十
年
香
川
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号
の
四
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
十
四
号
中
「
も
の
」
の
下
に
「
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
納
付
す
る
同
施
設

の
う
ち
、
国
際
会
議
場
、
展
示
場
及
び
多
目
的
広
場
の
使
用
料
の
う
ち
そ
の
納
付
に
係
る
納
入
通
知
書
に

記
載
す
る
納
付
期
限
が
、
規
則
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
利
用
を
す
る
日
以
後
の
日
と

な
る
も
の
」
を
加
え
る
。

第
六
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

上
げ
る
。附

　
則

こ
の
要
綱
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
六
百
五
十
六
号

昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
が
取

り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十

六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
定
金
融
機
関
　
２
　
指
定
金
融
機
関
の
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
取
り
扱
う
所
等
の
表
城

西
支
店
の
項
中
「
亀
山
学
園
、
」
を
削
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
六
十
八
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和

三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
売
払
い
件
名
及
び
予
定
数
量
　
鉄
メ
タ
ル
二
百
八
十
ト
ン
（
一
回
目
の
予
定
数
量
は
百
八
十
ト
ン

と
し
、
そ
の
後
一
回
の
売
払
い
を
予
定
）

２
　
売
払
い
品
の
概
要
　
「
鉄
メ
タ
ル
売
却
仕
様
書
」
（
以
下
「
売
却
仕
様
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

３
　
売
払
い
期
間
　
契
約
締
結
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
引
渡
場
所
　
香
川
郡
直
島
町
　
香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー

５
　
入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
対
象
物
品
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
落
札
決
定

に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
小
数
点
第
二
位
ま
で
の
額
）
を
入
札
書
に
記
載
す
る

こ
と
。

二
　
入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
本
公
告
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
五
に
掲
げ
る
現
場
説
明
会
に
出
席
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

４
　
過
去
三
年
間
（
平
成
十
三
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
を
い
う
。
）

に
お
い
て
、
同
種
又
は
類
似
物
品
の
買
取
り
実
績
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
三
年
間
の
う
ち
の
お
お
む

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

（
第
九
一
七
一
号
）

一
〇

ね
一
年
間
に
つ
い
て
は
、
月
間
の
平
均
で
二
十
ト
ン
程
度
以
上
の
買
取
り
実
績
が
あ
る
者
で
あ
る
こ

と
。

５
　
鉄
メ
タ
ル
を
リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
有
効
利
用
目
的
に
使
用
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
４
及
び
５
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

を
平
成
十
六
年
十
月
十
五
日
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
に
四
の
２
の
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入
札
者
は
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
売
払
い
品
を
適
切
か
つ
確
実
に
買
取
る
こ
と
が

で
き
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四
　
契
約
内
容
を
示
す
期
間
及
び
場
所
等
（
入
札
説
明
書
及
び
売
却
仕
様
書
の
交
付
）

１
　
期
間
　
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日
（
火
）
か
ら
同
年
十
月
七
日
（
木
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜

日
及
び
国
民
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を

除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

２
　
場
所
　
郵
便
番
号
七
六
一
―
三
一
一
〇
　
香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
―
一
　
香
川
県
直
島
環
境
セ

ン
タ
ー

五
　
現
場
説
明
会

１
　
日
時
　
平
成
十
六
年
十
月
七
日
（
木
）

午
後
二
時

２
　
場
所
　
四
の
２
の
場
所

六
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
等

１
　
日
時
　
平
成
十
六
年
十
月
二
十
八
日
（
木
）

午
後
二
時

２
　
場
所
　
四
の
２
の
場
所

３
　
提
出
方
法
　
持
参
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

七
　
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
を
有
し
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示
し
た

入
札
の
無
効
等
の
項
目
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

八
　
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
、
又
は
、
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り

明
ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
、
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負
担
と
す
る
。

九
　
落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
以
上
の
価
格
で
有
効
な
入
札

を
行
っ
た
者
の
う
ち
、
最
高
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

十
　
落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
無
効
と
す
る
。

た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
は
、

こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
一
　
契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

十
二
　
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
三
　
予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

十
四
　
そ
の
他

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

な
お
、
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
は
、
入
札
者
の
参
加
資
格
で
も
あ
る
の
で
、
四
に
示

し
た
日
時
及
び
場
所
に
お
い
て
交
付
を
受
け
る
こ
と
。

十
五
　
問
い
合
わ
せ
先
　
郵
便
番
号
七
六
一
―
三
一
一
〇
　
香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
―
一
　
香
川
県
直

島
環
境
セ
ン
タ
ー
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
九
二
―
二
九
八
一

●
香
川
県
公
告
第
四
百
六
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

（
第
九
一
七
一
号
）

一
一

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ダ
イ
キ
株
式
会
社
　
愛
媛
県
松
山
市
美
沢
一
丁
目
九
番
一
号

株
式
会
社
マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
　
高
松
市
南
新
町
四
番
地
六

株
式
会
社
四
国
エ
ム
・
デ
ー
・
ケ
イ
　
徳
島
県
美
馬
郡
脇
町
大
字
猪
尻
字
若
宮
南
一
〇
〇
番
地
一

株
式
会
社
レ
デ
イ
薬
局
　
愛
媛
県
松
山
市
南
江
戸
四
丁
目
三
番
三
七
号

株
式
会
社
サ
ン
ク
ス
ア
ン
ド
ア
ソ
シ
エ
イ
ツ
東
四
国
　
高
松
市
花
園
町
一
丁
目
二
番
一
一
号

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

小
豆
島
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
　
小
豆
郡
土
庄
町
渕
崎
一
四
四
七
番
一
ほ
か

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ダ
イ
キ
株
式
会
社
　
愛
媛
県
松
山
市
美
沢
一
丁
目
九
番
一
号

株
式
会
社
マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
　
高
松
市
南
新
町
四
番
地
六

株
式
会
社
四
国
エ
ム
・
デ
ー
・
ケ
イ
　
徳
島
県
美
馬
郡
脇
町
大
字
猪
尻
字
若
宮
南
一
〇
〇
番
地
一

株
式
会
社
レ
デ
イ
薬
局
　
愛
媛
県
松
山
市
南
江
戸
四
丁
目
三
番
三
七
号

株
式
会
社
サ
ン
ク
ス
ア
ン
ド
ア
ソ
シ
エ
イ
ツ
東
四
国
　
高
松
市
花
園
町
一
丁
目
二
番
一
一
号

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
七
年
五
月
十
七
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

九
、
〇
五
三
平
方
メ
ー
ト
ル

６
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

駐
車
場
の
収
容
台
数

六
七
六
台

駐
輪
場
の
収
容
台
数

三
〇
九
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

六
四
三
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

九
四
・
三
五
立
方
メ
ー
ト
ル

７
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

ダ
イ
キ
株
式
会
社

開
店
時
刻
　
午
前
八
時

閉
店
時
刻
　
午
後
九
時

株
式
会
社
マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー

開
店
時
刻
　
午
前
九
時

閉
店
時
刻
　
午
前
零
時

株
式
会
社
四
国
エ
ム
・
デ
ー
・
ケ
イ

開
店
時
刻
　
午
前
十
時

閉
店
時
刻
　
午
後
七
時

株
式
会
社
レ
デ
イ
薬
局

開
店
時
刻
　
午
前
十
時

閉
店
時
刻
　
午
後
八
時

株
式
会
社
サ
ン
ク
ス
ア
ン
ド
ア
ソ
シ
エ
イ
ツ
東
四
国

開
店
時
刻
　
午
前
零
時

閉
店
時
刻
　
午
後
十
二
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

駐
車
区
画
Ａ

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

駐
車
区
画
Ｂ

午
前
七
時
か
ら
午
前
零
時
三
十
分
ま
で

駐
車
区
画
Ｃ

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

六
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯
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（
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九
一
七
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号
）

一
二

ダ
イ
キ
土
庄
店
荷
さ
ば
き
施
設

午
前
七
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
土
庄
店

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

キ
ャ
デ
ン
土
庄
店
荷
さ
ば
き
施
設

午
前
九
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で

レ
デ
イ
薬
局
土
庄
店

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

サ
ン
ク
ス
土
庄
店

午
前
七
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
九
月
十
六
日

三
　
届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
土
庄
町
商
工
観
光
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日
（
火
曜
日
）
か
ら
平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日
（
金
曜
日
）
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
七
年
一
月
二
十
八
日
（
金
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の

提
出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
土
庄
町
商
工
観
光
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１
　
記
載
す
べ
き
項
目

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

意
見
の
内
容

２
　
提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
四
百
七
十
号

高
松
広
域
都
市
計
画
事
業
高
松
港
頭
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
条
例
（
平
成
五
年
香
川
県
条
例
第
三
号
）

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
抽
せ
ん
に
よ
る
保
留
地
の
処
分
を
す
る
の
で
、
高
松
広
域
都
市
計
画
事
業
高
松
港

頭
土
地
区
画
整
理
事
業
の
保
留
地
の
処
分
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年
香
川
県
規
則
第
五
十
九
号
。
以
下

「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
処
分
す
る
保
留
地
の
位
置
、
地
積
及
び
処
分
価
格

１

位
置
　
高
松
市
浜
ノ
町
七
四
番
九
（
一
三
街
区
三
―
一
画
地
）

香
川
県
都
市
計
画
課
に
備
え
置
く
図
面
表
示
の
と
お
り

地
積
　
三
六
一
・
五
七
平
方
メ
ー
ト
ル

処
分
価
格
　
五
八
、
二
一
二
、
七
七
〇
円

２

位
置
　
高
松
市
浜
ノ
町
七
四
番
一
〇
（
一
三
街
区
三
―
三
画
地
）

香
川
県
都
市
計
画
課
に
備
え
置
く
図
面
表
示
の
と
お
り

地
積
　
一
、
一
一
三
・
〇
四
平
方
メ
ー
ト
ル

処
分
価
格
　
二
二
三
、
七
二
一
、
〇
四
〇
円

３

位
置
　
高
松
市
浜
ノ
町
七
四
番
六
（
一
三
街
区
三
―
四
画
地
）

香
川
県
都
市
計
画
課
に
備
え
置
く
図
面
表
示
の
と
お
り

地
積
　
八
一
一
・
四
四
平
方
メ
ー
ト
ル

処
分
価
格
　
一
七
六
、
八
九
三
、
九
二
〇
円

４

位
置
　
高
松
市
西
の
丸
町
一
八
番
二
（
二
二
―
二
街
区
六
画
地
）

香
川
県
都
市
計
画
課
に
備
え
置
く
図
面
表
示
の
と
お
り

地
積
　
一
四
七
・
一
八
平
方
メ
ー
ト
ル

処
分
価
格
　
四
四
、
一
五
四
、
〇
〇
〇
円
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一
三

５

位
置
　
高
松
市
錦
町
一
丁
目
二
三
番
三
（
二
五
街
区
一
―
一
画
地
）

香
川
県
都
市
計
画
課
に
備
え
置
く
図
面
表
示
の
と
お
り

地
積
　
二
八
八
・
九
四
平
方
メ
ー
ト
ル

処
分
価
格
　
四
五
、
三
六
三
、
五
八
〇
円

６

位
置
　
高
松
市
錦
町
一
丁
目
二
三
番
二
（
二
五
街
区
一
―
二
画
地
）

香
川
県
都
市
計
画
課
に
備
え
置
く
図
面
表
示
の
と
お
り

地
積
　
二
五
六
・
四
八
平
方
メ
ー
ト
ル

処
分
価
格
　
三
九
、
七
五
四
、
四
〇
〇
円

７

位
置
　
高
松
市
錦
町
二
丁
目
一
番
一
二
（
二
六
街
区
一
―
一
画
地
）

香
川
県
都
市
計
画
課
に
備
え
置
く
図
面
表
示
の
と
お
り

地
積
　
四
〇
六
・
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル

処
分
価
格
　
六
四
、
五
九
三
、
七
五
〇
円

８

位
置
　
高
松
市
錦
町
二
丁
目
一
番
一
三
（
二
六
街
区
一
―
二
画
地
）

香
川
県
都
市
計
画
課
に
備
え
置
く
図
面
表
示
の
と
お
り

地
積
　
二
〇
二
・
二
九
平
方
メ
ー
ト
ル

処
分
価
格
　
三
〇
、
一
四
一
、
二
一
〇
円

９

位
置
　
高
松
市
錦
町
二
丁
目
一
番
一
五
（
二
六
街
区
一
―
四
画
地
）

香
川
県
都
市
計
画
課
に
備
え
置
く
図
面
表
示
の
と
お
り

地
積
　
二
四
一
・
七
五
平
方
メ
ー
ト
ル

処
分
価
格
　
三
六
、
〇
二
〇
、
七
五
〇
円

１０

位
置
　
高
松
市
錦
町
二
丁
目
一
番
一
六
（
二
六
街
区
一
―
五
画
地
）

香
川
県
都
市
計
画
課
に
備
え
置
く
図
面
表
示
の
と
お
り

地
積
　
二
三
五
・
六
二
平
方
メ
ー
ト
ル

処
分
価
格
　
三
五
、
一
〇
七
、
三
八
〇
円

１１

位
置
　
高
松
市
錦
町
二
丁
目
一
番
一
七
（
二
六
街
区
一
―
六
画
地
）

香
川
県
都
市
計
画
課
に
備
え
置
く
図
面
表
示
の
と
お
り

地
積
　
三
一
四
・
二
二
平
方
メ
ー
ト
ル

処
分
価
格
　
四
六
、
八
一
八
、
七
八
〇
円

１２

位
置
　
高
松
市
錦
町
二
丁
目
一
番
一
（
二
六
街
区
一
―
七
画
地
）

香
川
県
都
市
計
画
課
に
備
え
置
く
図
面
表
示
の
と
お
り

地
積
　
三
三
九
・
一
四
平
方
メ
ー
ト
ル

処
分
価
格
　
五
二
、
九
〇
五
、
八
四
〇
円

二
　
抽
せ
ん
の
日
時
及
び
場
所

１
　
日
時
　
平
成
十
六
年
十
一
月
五
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら

２
　
場
所
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
庁
東
館
六
階
会
議
室

三
　
抽
せ
ん
の
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
事
項

１
　
次
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
抽
せ
ん
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

抽
せ
ん
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者

破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者

規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者

な
お
、
当
該
抽
せ
ん
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
、
そ
の
公
正
な
執
行
を
妨
げ
た
者
は
、
そ
の
後
の

抽
せ
ん
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て

使
用
す
る
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
当
該
保
留
地
の
使
用
又
は
収
益
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
か
ら
三
年
以
内
に
土
地
の
利
用
を

図
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
、
抽
せ
ん
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
当
該
保
留
地
の
う
ち
一
の
４
に
掲
げ
る
保
留
地
の
当
せ
ん
者
及
び
補
欠
者
の
抽
せ
ん
に
お
い
て
、

公
告
日
現
在
に
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
総
合
整
備
事
業
区
域
内
に
土
地
所
有
権
、
借
地
権
又
は
賃
借
権
を

有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
か
ら
抽
せ
ん
参
加
の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、
他
の
者
よ
り
優
先
す
る
。

４
　
当
せ
ん
者
及
び
補
欠
者
の
抽
せ
ん
に
お
い
て
、
一
つ
の
保
留
地
に
二
人
以
上
の
者
か
ら
抽
せ
ん
参

加
の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
保
留
地
に
隣
接
す
る
数
画
地
を
同
時
に
申
込
ん
だ
者
の
う
ち
、

当
該
保
留
地
の
合
計
の
処
分
価
格
の
大
き
い
者
を
他
の
者
よ
り
優
先
す
る
。

四
　
抽
せ
ん
の
無
効
に
関
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
抽
せ
ん
を
無
効
と
す
る
。

１
　
抽
せ
ん
に
際
し
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合

２
　
当
せ
ん
者
が
三
に
掲
げ
る
抽
せ
ん
の
参
加
者
の
資
格
を
有
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

五
　
抽
せ
ん
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
に
関
す
る
事
項
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一
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）

一
四

１
　
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
抽
せ
ん
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す
る
。

２
　
１
の
場
合
に
お
け
る
抽
せ
ん
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
抽
せ
ん
参
加
者
の
負
担
と
す

る
。

六
　
抽
せ
ん
参
加
申
込
書
の
提
出
先
及
び
提
出
期
限

１
　
提
出
先
　

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
土
木
部
都
市
計
画

課
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
六
〇
〇

２
　
提
出
期
限

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日
（
金
曜
日
）
午
後
五
時
（
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
、
同
日
ま

で
に
必
着
の
こ
と
。
）

な
お
、
受
付
時
間
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
日
曜
日
、
土

曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日

を
除
く
。

七
　
抽
せ
ん
参
加
申
込
書
に
添
付
す
る
書
類

１
　
申
込
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
本
籍
地
の
市
町
村
長
が
発
行
す
る
身
分
証
明
書
及
び

東
京
法
務
局
の
発
行
す
る
成
年
後
見
登
記
制
度
に
お
け
る
登
記
事
項
証
明
書

２
　
申
込
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
人
の
所
在
地
の
法
務
局
登
記
官
が
発
行
す
る
資
格

証
明
書
（
法
人
の
名
称
及
び
代
表
者
の
職
氏
名
を
証
明
し
た
も
の
）

３
　
印
鑑
証
明
書

４
　
土
地
利
用
計
画
書

５
　
一
の
４
に
掲
げ
る
保
留
地
に
つ
い
て
は
、
三
の
３
に
掲
げ
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

●
香
川
県
公
告
第
四
百
七
十
一
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
谷
町
二
丁
目
四
二
四
四
―
三
の
一
部
、
四
二
四
四
―
一
二
の
一
部
及
び
四
二
四
四
―
一
三
の

一
部

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
三
三
番
八
号

三
菱
化
学
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
冨
澤
龍
一

●
香
川
県
公
告
第
四
百
七
十
二
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
谷
町
二
丁
目
四
二
四
四
―
三
の
一
部
、
四
二
四
四
―
一
二
の
一
部
及
び
四
二
四
四
―
一
三
の

一
部

二
　
工
事
を
完
了
し
た
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

１
　
道
路

道
路
（
有
効
幅
員
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
延
長
一
〇
〇
・
八
八
メ
ー
ト
ル
）

坂
出
市
谷
町
二
丁
目
四
二
四
四
―
三
の
一
部
、
四
二
四
四
―
一
二
の
一
部
及
び
四
二
四
四
―
一
三

の
一
部

２
　
公
園

公
園
（
面
積
一
五
六
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
）

坂
出
市
谷
町
二
丁
目
四
二
四
四
―
三
の
一
部

３
　
排
水
施
設

排
水
管
（
直
径
二
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
一
一
五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
）

坂
出
市
谷
町
二
丁
目
四
二
四
四
―
三
の
一
部

排
水
管
（
直
径
三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
五
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
）

坂
出
市
谷
町
二
丁
目
四
二
四
四
―
三
の
一
部

排
水
管
（
直
径
四
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
八
二
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
）

坂
出
市
谷
町
二
丁
目
四
二
四
四
―
三
の
一
部
及
び
同
地
先
市
道

排
水
敷
地
（
面
積
五
三
・
五
四
平
方
メ
ー
ト
ル
）
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県
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平
成
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二
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八
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（
第
九
一
七
一
号
）

一
五

坂
出
市
谷
町
二
丁
目
四
二
四
四
―
三
の
一
部

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
三
三
番
八
号

三
菱
化
学
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
冨
澤
龍
一

給
料
の
特
別
調
整
額
表
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
　
武
　
田
　
安
　
紀
　
彦

香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号

給
料
の
特
別
調
整
額
表
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
給
料
の
特
別
調
整
額
表
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
給
料
の
特
別
調
整
額
表
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中
「
亀
山
学
園
長
」
を
削
る
。

（
給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
号
中
「
保
健
福
祉
事
務
所
」
の
下
に
「
、
川
部
み
ど
り
園
」
を
加
え
、
「
病
院
、
」
を

「
病
院
又
は
」
に
改
め
、
「
、
亀
山
学
園
又
は
川
部
み
ど
り
園
」
を
削
る
。

（
香
川
県
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
香
川
県
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中
亀
山
学
園
の
項
を
削
り
、
身
体
障
害
者
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
身
体
障

害
者
相
談
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
、
川
部
み
ど
り
園
の
項
を
削
る
。

川
部
み
ど
り
園
　
　
　
　
　
園
長
、
次
長

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号

給
料
表
別
、
級
別
職
務
分
類
表
（
昭
和
六
十
年
香
川
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
　
武
　
田
　
安
　
紀
　
彦

「
県
税
事
務
所
長

別
表
第
一
の
八
級
の
部
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中
「
県
税
事
務
所
長
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、
「

林
業
事
務
所
長
」

「
斯
道
学
園
長

身
体
障
害
者
総
合
リ

身
体
障
害
者
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
身
体
障
害
者
相
談
所
長
」
を

川
部
み
ど
り
園
長

川
部
み
ど
り
園
次
長

「
斯
道
学
園
長

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
身
体
障
害
者
相
談
所
長
　
　
　
　
　
　
亀
山
学
園
長

に
改
め
、

を
削
り
、

川
部
み
ど
り
園
長

」

川
部
み
ど
り
園
次
長
」

「
栗
林
公
園
観
光
事
務
所
長
　
　
「
高
等
技
術
学
校
長

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
「
林
業
事
務
所
長
」
を
削
り
、

高
等
技
術
学
校
長
　
　
　
」

栗
林
公
園
観
光
事
務
所
長
」

「
子
ど
も
女
性
相
談

同
表
六
級
の
部
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中
「
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
次
長
」
を

子
ど
も
女
性
相
談

セ
ン
タ
ー
次
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
教
務
主
任
（
甲
）

に
、
「
教
務
主
任
（
甲
）
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

セ
ン
タ
ー
西
部
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
次
長
」

斯
道
学
園
次
長
　
」

「
斯
道
学
園
次
長

「
川
部
み
ど
り
園
課
長
　
　
　
　
　
　
亀
山
学
園
次
長
　
　
　
　
「
大

「
知
的
障
害
者
相
談
所
次
長
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

を

知
的
障
害
者
相
談
所
次
長
」

川
部
み
ど
り
園
課
長
　
　
　
産

大
阪
事
務
所
次
長
　
」

阪
事
務
所
次
長
　
　
　
　
　
　
　
　
「
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
課
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
事
委
員
会
規
則

人
事
委
員
会
告
示
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に
改
め
、

を
削
り
、
「
農
業
試
験
場
課
長
」

業
技
術
セ
ン
タ
ー
課
長
」

栗
林
公
園
観
光
事
務
所
課
長
」

「
栗
林
公
園
観
光
事
務
所
課
長

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

農
業
試
験
場
課
長
　
　
　
　
」


